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温泉の歴史  
別所温泉財産区 平成 23 年 6 月 21 日  

西紀（年） 年次（年） 内 容 備 考 
８２５ 天長―２ 別所温泉の出現を伝う 

円仁慈覚大師―大師湯―入浴 
平安時代 

８２６ 天長―３ 慈覚大師北向観世音本堂創建を伝う  
９９６ 長徳―２ 枕草子―湯は、ななくりの湯。有馬の湯。玉造の湯。

ななくりの湯―別所温泉といわれる 
榊原温泉（三重県） 
湯の峰温泉（和歌山） 
の説あり 

１１８１ 治承―４ 木曽義仲・葵の舞―大湯（葵の湯）―入浴 新平家物語 
この頃依田城に滞在 

１１８６ 文治―２ 源頼朝、塩田に惟宗忠久を地頭として送り込む 初代島津家 
１２３４ 嘉禄―１０ 順徳天皇―八雲御抄―ななくりの湯は信濃の御湯で 

ある。 
皇室が選ぶ日本の名湯 9か所の内、3か所だけを 

「御湯
み ゆ

」という称号をつけた。 
別所温泉、秋保温泉、野沢温泉 
「筑摩川春行く水は澄みにけり 

消えていくかの峰のしら雪」 天皇御製
ぎょせい

 

日本３大御湯 

１２７７ 建治―３ 北条義政―大湯―入浴。 北条湯とも言われた 塩田北条氏の支配下と

なる 1333年まで続く 
１２８１ 弘安―４ 大湯薬師堂、長命院玄斉大徳により開基  
１５４７ 天文―１７ 大湯普請  
１５７４ 天正―２ 大湯に温泉社を創建する、お堂の庭よりわずか上が

ったところに温泉様とよばれる石の祠が５基ある、

その１つに玄斉霊と刻まれている、 

大湯薬師堂上 

１６２２ 元和―８ 大湯、玄斉湯、お茶屋、藩主湯治利用施設となる 
真田氏松代へ仙石氏小諸より入封 

村上→武田→真田→仙

石 
１６３０ 寛永―７ 旅籠屋仲間議定書（世情不穏につき、長脇差、渡世 

人、無宿者、悪党、風来人等の宿泊はご法度） 
 

１６７５ 延宝―３ 石湯屋根ふき替えーかやぶき、（かや，縄、院内、岳

の尾持ち） 
院内、上手中心に村民総

出 
１６９３ 元禄―６ 大湯薬師堂、四国六十六番札所となる  
１６９８ 元禄―１１ 大湯、玄斉湯、太師湯普請の村定の覚え 12ケ条制定 

御殿、御門の内―村人足は使わないこと 
御普請で別所へ来られる時は上田馬で、帰りは別所

馬で送る等 
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１７０１ 元禄―１４ 藩主仙石政俊公、入浴後玄斉湯を長命湯と改称する
よう指示 

公文書―長命湯 
地元―玄斉湯 

１７０６ 宝永―３ 仙石氏から松平氏に国代えとなり上田藩へ差出帳を

提出（仙石氏出石へ、松平氏出石から） 
湯５か所（大湯-露天風呂あり、大師湯、長命湯、 
石湯、こが湯-露天風呂） 
旅舎―院内４軒、大湯１６軒、 
お茶屋、大湯―上田藩主の保養所 
各浴場の坪数、泉質、泉温、入浴状況等報告 
普請時の人足―60文/1人・1日  

松平氏の支配となる 
大湯、大師湯、長命湯 
は御地頭様普請、こが湯 
石湯は所普請、 
管理は別所村民 
 
 
99軒―486人（馬-67） 

１７１７ 享保―２ 大湯温泉薬師に石灯篭、石仏等を立てる  
１７１９ 享保―４ 大師湯源泉及び浴場改修工事（4月～7月） 

藩主の命により、塩田の大庄屋、吉田七郎左衛門工

事奉行にあたる、板の厚さ沓掛山松の二寸等細かく

指示、大工―山田、別所、休息所があった 

大庄屋―塩田 22 か村の
庄屋をたばねる 

１７４２ 寛保―２ 大師湯、院内温泉薬師堂、大洪水にて流失 
大師湯には開湯者といわれる慈覚大師像もあった 
地頭再建 

信濃では「戌
いぬ

の満水
まんすい

」とよび、死者２８００人 
関東、近畿も被害大 

秋和、正福寺に 1000 人
塚建つ 

１７４7 延享―４ 大師湯、大洪水にて流失、村民、旅舎宿泊客困惑、 
再三にわたる復旧工事の陳情書が出されるが藩主施

行せず、せめて小屋がけでもと陳情  
 
大湯商人運上金にて復旧 

地頭様財政窮乏再建不

可 
 

１７８６ 天明―６ 大湯、お茶屋敷総図改められる  
１８１４ 文化―１１ 北向観音境内高台に、温泉薬師堂（医王尊瑠璃殿）

完成 
村民寄付 

１８４６ 弘化―３ 佐久間象山、来浴、 
院内に薬師講できる 

 
111戸、581人 

１８７１ 明治―４ 明治維新―廃藩置県で上田藩は上田県となり５か所

の共同浴場は国有（官有地）となる、藩主のお茶屋

は競売に出される 
共同浴場は別所村民総代の名で借用 
村有地―無税地が、借地料を納めるようになった 

管理は村の責任 

１８７９ 明治―１２ 温泉修繕費予備方法が設けられる 一戸３０銭負担 
207戸―779人 

１８８１ 明治―１４ 年間宿泊、入浴客―22,200人（５湯、２８旅館）  
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１８８９ 明治―２２ 初の町村制度により 
明治の大合併で１８地区が５か村となる 

別所村は旅舎業者による鉱泉組合をつくり温泉の 
維持管理にあたる、（営業組合規約成立-２８旅舎） 
別所初代村長―山極吉右衛門 

別所村、中塩田村 
西塩田村、東塩田村 
富士山村 

１８９１ 明治―２４ 官有地となった共同浴場５か所の拝借願を村長名で
長野県知事に出し許可される 
借用料４円４０銭―５年契約 

払い下げをお願いする 

東塩田村と富士山村が

合併 

１８９８ 明治―３１ 共同浴場借用料、８円８０銭  
１９０２ 明治‐３５ 別所温泉事務所開設、浴場管理人を置き入浴料を 

徴収する、村民２厘、村外４厘 
 

１９１６ 大正―５ 国有となった共同浴場やっと払い下げとなる 
代金―5,497円、村の年間予算に匹敵、村議会紛糾 
温泉と別所村民の生計が不可分となっており 
「一朝他人ノ手二帰スルコト」あれば「公共利益 
ヲ害スルコト甚大ナリ」‐全村民意識 
入浴料、村民５厘、村外１銭（4:00～24:00） 
（参考、西塩田小学校―12,000円） 

村一丸の要望が受け入

れられた、 
旅舎、村民の寄付により 
支払う、 
使用条例、温泉管理規定 
制定、 
 

１９１８ 大正―７ 花屋ホテルが、村民出資により別所温泉（株）―観

光旅館として設立 
大湯より１分間９０ℓ分湯、135円/年間―２０年間 
貸与料の始まりである 

当地で最初の株式会社

となる（資本金４万円） 

１９２０ 大正―９ 入浴料値上げ、村民―１銭、村外―２銭 温泉収入が別所村総収

入に大きく貢献 
１９２１ 大正―１０ 上田ー別所間に電車開通  
１９２５ 大正―１４ 温泉貸与規定が設けられる 348戸、1485人 
１９２６ 大正―１５ 大湯源泉、浴場工事、源泉を大湯旅館に分湯、各旅

館も増改築し内湯とする、 
共同浴場の入札が行われる 
貸与料、1.8ℓ/１分―40円/年間、花屋 735円/年間 

温泉使用条例及び貸与

規定改正 
総工事費―7,805円 

１９２７ 昭和―２ 入札、石湯―1925円、大師湯―1256円 
大湯―2135円、久我湯―785円 
玄斉湯―325円、 

 

１９２８ 昭和―３ タカクラ・テル「風流七久里の郷」を作詩  
１９２９ 昭和―４ 共同浴場久我湯を廃止、その湯を院内各旅館に分湯 

別所温泉旅館全てが内湯となる、 
貸与料、1,8ℓ/年間―５７円となる 

 
 
376戸、1594人 
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１９３２ 昭和―７ 大湯火災、玄斉湯、つるや旅館類焼 
入浴料、村民ー５回で２銭、村外―２銭 

 

１９３３ 昭和―８ 別所温泉協会創立、街灯がつく 参考、別所ー上田往復 
電車賃７０銭 

１９３４ 昭和―９ ラジウム含量測定 県試験所 
１９３５ 昭和―１０  374戸、1691人 
１９３７ 昭和―１２ 共同浴場入浴料等、村収入に大きく貢献 

入札、石湯―1185円、大師湯―635円、 
大湯―1150円、 

温泉客、（宿泊、日帰含） 
１５万人（外人-30人） 

１９３８ 昭和―１３ 別所村有温泉貸与規定、議決 
花屋貸与料 735円→2,036円に値上げ訴訟となる 

大正１５年の取り決め 
が守られていなかった 

１９３９ 昭和―１４ 2年にわたる訴訟問題が和解決着した 村の主張通りとなった 
１９４１ 昭和―１６ 温泉の増量と低温解決のため地質調査実施 

温泉分析―厚生省東京衛生試験所 
加藤博士による 

１９４２ 昭和―１７ 入浴料改定、村内―１銭据え置き 
村外―３銭 

 

１９４３ 昭和―１８ 入湯税新設、１人１泊―５銭  
１９４４ 昭和―１９ 杉並生徒 1643名疎開受け入れ、 月 60銭 全館提供旅館は貸与料 

免除 
１９４７ 昭和―２２ 入浴料、村内―１０銭、村外―３０銭 501戸、2371人 
１９４８ 昭和―２３ 入浴料、村内―３０銭、村外―１円５０銭  
１９４９  昭和―２４ 入浴料、村内―５０銭、村外―２円  
１９５０ 昭和―２５ 入札、石湯―150,000円、大師湯―43,500円 

大湯―244,500円 
 
483戸、2268人 

１９５１ 昭和―２６ 再度地質学者による地質調査を行う、 
結果は悲観的、掘削にはいたらなかった 
大湯線湯尻（道祖神前）改修工事完了 

東大、花井氏、村井氏に

よる 

１９５２ 昭和―２７ 入浴料、村内、大人―１円、子供―５０銭（6~12歳） 
村外、大人―４円、子供―２円 

 

１９５３ 昭和―２８ 入浴料、村内、大人子供共―１円 
村外、大人―５円、子供―３円 

 

１９５４ 昭和―２９ 下諏訪町財産区、本郷村掘削視察 
温泉掘削工事議決 

財産区議員、協会役員 
日本温泉開発研究会 
安斉徹博士に調査依頼 

１９５５ 昭和―３０ 別所温泉ボーリング１号井掘削（院内―倉沢宅） 
220ｍ、４１度Ｃ、67ℓ/分 

別所温泉ボーリング２号井掘削（大湯―斉藤宅） 
148ｍ、45.7度Ｃ、360ℓ/分 

村予算、村民寄付 
費用 320万余 
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既設泉源に影響が出る（自然湧出減少、停止） 
入札価額、石湯―466,000円、大師湯―150,000円 

大湯―500,550円、 

 
 
494軒―2219人 

１９５６ 昭和―３１ 別所温泉内引湯工事完了―温泉祭を行う 
４村合併に伴い、別所村―温泉財産は別所村の物と

いう条件で合併、 
別所温泉財産区を設立（財産区管理者に町長がなる） 
別所温泉財産区財産管理規定、区有温泉貸与規定 
及び常設温泉委員設置規定議決 
別所村役場―塩田町承継、支所となる 
貸与料、２，３号線―5,500円  

大湯泉―4,750円（花屋） 
１号泉―2,150円 

入札、石 湯―391,000(68,000)円、 
大師湯―120,000(21,000)円 
大 湯―436,000(97,000)円 

（ ）内は別所村分―４，５月分 
入浴料、大人-５円、子供-３円（１２歳以下小学生） 
 

財産区設立とともに温

泉関係の支出は財産区

となる―特別会計 
又、財産区は特別地方公

共団体となる 
 
 
毎分Ⅰ立につき 

１９５７ 昭和―３２ 大師湯改築 （建物解体につき競売に出す） 
入札価額、石湯―439,000円、大師湯―154,500円 

大湯―526,000円 

大師湯はー7/13~3/31 
 

１９６０ 昭和―３５ 大湯改装工事、 支所（旧別所村役場）廃止となる  
１９６６ 昭和―４１ 別所温泉ボーリング３号井掘削（観音下） 

180ｍ、52度Ｃ，340ℓ/分 
支所（旧別所村役場）―財産区が買い取る 
院内温泉薬師堂改修 

 

１９６８ 昭和―４３ 大湯薬師堂、横関豊劉の「筆塚」建立  
１９６９ 昭和―４４ 貸与料、大湯泉―4,750円、１号泉―2,150円 

２，３号泉―5,500円 
 

１９７０ 昭和―４５ 上田市と塩田町合併、財産区管理者ー市長となる 
入浴料、区民―７円、区外―１５円となる 

塩田町大字別所→上田

市別所となる 
１９７１ 昭和―４６ 自治会山林財産調査、整備（塩水、氷沢、後沢、北

谷、西大湯、幕宮）‐約 30,000坪 
入浴料、区民―１０円 
貸与料、大湯泉―7,648円、１号泉―3,462円 

２，３号線―8,855円 
石湯改築計画―底上げー地元反対―改築中止 

山林整備―温泉に関連 
補助―150万円/年 
（財産区→自治会） 
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１９７２ 昭和―４７ 相染閣建設（健康福祉施設）、夜間共同浴場として財
産区が管理、６０ℓを配湯 
大湯改築（約 1,100万円） 

借受料―41,158円/月 

１９７３ 昭和―４８ 入浴料―１５円、洗髪料―５円 
貸与料、大湯泉―9,942円、１号泉―4,500円 

２，３号線―11,512円 

 

１９７４ 昭和―４９ 中央温泉研究所掘削調査指導依頼（益子薬学博士、 
佐藤地質学博士） 
入浴料、２０円、洗髪料１０円（女性） 
貸与料、大湯泉―13,222円、１号泉―5,984円 

２，３号線―15,310円 
入湯税―100円/1人 

冬、渇水期出湯量減少 
現状のままでは熱量不

足となる予備源泉確保

必要 

１９７６ 昭和―５１ 物理探査、補則地質調査等を経て 掘削決意 
ボーリング４号井掘削（観音下） 

350ｍ、52.5度Ｃ、1300ℓ/分 
過去の反省を踏まえ自噴力の 900~950に制限 
「絶対汲みあげない」益子博士指導 
既存井自噴停止 

貸与料、大湯泉―13000円、１号泉―休止 
２号泉―15,000円、３，４号泉―17.000円 

工事費用約 2500万円 
 
湧出温泉大湯井、1，2
号源泉を除き湧出停止 

１９７７ 昭和―５２ 玄斉湯を山極さん（つるや）に、こが湯を大槻さん
に払い下げる 
3号井、ボアホールポンプ動力汲み上げ許可受ける 
貸与料、４号泉―18,000円、他は変わらず 

 
 
県知事より 

１９７８ 昭和―５３ 洗い場有料化―10,000円/年間（５ℓ/分）  
１９７９ 昭和―５４ 石湯、浴場改装  

真田幸村公隠しの湯石碑建立 
１，２号泉自噴湧出停止 
入浴料、20円 （銭湯 150円） 
貸与料、３，４号泉―20,400円、他は変わらず 
新規配湯加入金設定、50万円/年間・１ℓにつき 

予算―320万円 

１９８０ 昭和―５５ １，２号井枯渇のため廃止 
貸与料、３，４号泉―22,000円、他は変わらず 

 

１９８１ 昭和―５６ 相染閣、浴場改修 
大湯「葵の湯」碑を建立 

 

１９８２ 昭和―５７ 入浴料、３０円、洗髪料１０円（女性）  
１９８３ 昭和―５８ 公民館老朽化につき建て替えの研究会発足（自治会、

財産区）市との調整結果、県の活性化制度資金の活

（温泉センター） 
センターと合わせ幕宮
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用ができることが判明、その後観光協会、旅館組合 
水利組合を加え建て替えを決定 
建設は県の補助金、地元寄付金、により上田市が建

設する 建設予算―9,000万円（県-半額） 

テニスコートも建設 
 

１９８４ 昭和―５９ 大師湯、浴場改築 
貸与料、大湯泉―14,300円、２号井休止 

３，４号泉―24,200円 

 

１９８６ 昭和―６１ 温泉センター完成 
自治会-40万円、旅館組合-50万円支出で管理を行う 

委託管理は自治会とす

る 
財産区は土地所有権者

として無償使用とする 
１９８７ 昭和―６２ 大湯薬師堂に「大湯を詠んだ与謝野晶子、大町桂月」

等の歌碑建立 
 

１９８８ 昭和―６３ 入浴料、５０円、洗髪料１０円（男女） 
貸与料、３，４号泉―27,500円、大湯変わらず 

区民は回数券 

１９８９ 平成― １ 大湯建設研究委員会設立（11人）検討に入る 
貸与料、大湯泉―14,700円、３,４号泉―28,300円 
大湯薬師堂に「北原白秋、高野辰之」の歌碑建立 

 

１９９１ 平成― ３ 大湯、浴場改築 
（株）エイト、上田市野倉で温泉掘削、 

 

１９９３ 平成― ５ 中央研究所、別所及び周辺調査 
独鈷の湯調査、単純硫黄泉、深度 50ｍ 
泉温 20℃、 浅い掘削で別所温泉への影響は無い

と判断、 
野倉の湯掘削計画調査、別所断層の南西に位置す

るので別所温泉には影響ないと判断 
温泉は地下水が一番問題である、したがって周辺

の地下水を下げる行為、つまり周辺の市街地化、

河川の改修（コンクリート化）、側溝の底打ち、後

背地の森林伐採・放置等は充分注意しなければな

らない、（上記内容、市に要請） 
トリチウム分析を行って現在の温泉が 
何十年前の雨水か知って前述の対策をする必要が

ある 

3，4 号泉とも安定して
いない、適正な採取量に

戻すことを検討する必

要がある、 
又深夜お客がいない時

に同じ給湯をしている

のは奇異なことである、 
各旅館の貯湯槽の設置、

浴槽内の温度、水位など

によって給湯量が調整

されれば量が抑制され

る 
集中管理の検討もどう

か。 と指導される 
１９９４ 平成― ６ 入浴料、１００円、洗髪料―変わらず 

貸与料、３，４号泉―33,960円、大湯泉―補償へ 
大湯薬師堂に「タカクラ・テル―風流七苦離の里」 
の歌碑建立 

区民は回数券 
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（有）コイケコウリン、上田市前山で温泉掘削、

47.7℃、153ℓ/分出湯 
１９９５ 平成―７ コイケコウリン動力汲み上げ申請  
１９９６ 平成―８ オカミ・サミット開催、テーマ「水と森を考える」 

馬場―水資源開発公団副総裁、筒井―東大名誉教授

の記念講演ありー水源を守る森林とオカミ等 

 

１９９８ 平成―１０ 石湯、浴場改築  
１９９９ 平成―１１ トリチウム分析（三重水素、半減期、約１２年）を

行う（水を構成する原子で一定時間が経過すると放

射線が低下する、濃度が低いほど古い水である） 
共同浴場整備事業としてＪＡより土地を購入 
チロル亭に温泉給湯５ℓ/分 

４号泉，大湯泉は濃度が

低い（１０年以上？） 
 
足湯前の駐車場（165㎡） 

２０００ 平成―１２ 入浴料、１５０円、洗髪料０円 
貸与料、３，４号泉―35,660円 
清掃委託契約実施（３浴場） 

区内は回数券 

２００１ 平成―１３ 財産区新聞「オカミ」発行（予算―68,400円） 
３浴場に祈念スタンプ設置 
センター前に「旧役場跡」の記念碑建立 

 

２００２ 平成―１４ 源泉調査―３号線枯渇化傾向ありー抑揚制限行う  
２００４ 平成―１６ 足湯「ななくり」に５ℓ配湯 

50,000円/年間 
 

２００６ 平成―１８ 相染閣休日―財産区借り受ける（9:00～22:00） 
自家発電機入れ替える（ヤンマー、75.1ＫＷ） 

「あいそめの湯」石碑 
設置 

２００７  平成―１９ 新潟県中越地震による別所温泉への影響について 
調査、中央研究所（東京） 

影響あり 

２００８ 平成―２０ 旧あいそめの湯（財産区）３月３０日で撤退 
新あいそめの湯５月２日より上田市管理で開館営業

に入る 
可燃性天然ガス測定 3，4、大湯泉共―０％ 

財産区より８０ℓ/分 
配湯 

２００９ 平成―２１ 大湯に牛乳自動販売機導入  
２０１１ 平成―２３ 観光協会―あいそめの湯指定管理者となる 

上田藩主湯屋解体撤去 
柏屋別荘足湯を設置 
東日本大震災（3/11）―別所温泉源影響あり 

地震の影響？ 
野沢、御岳源泉倍増 
茅野、河童の湯半減 
山形、柳川温泉枯渇 
掘削予算 6,000万円 

福島、いわき市、多量の 
温泉噴出 

茨城、袋田温泉、関所の
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湯、透明→乳白色 
箱根、千尺の湯、倒産 
日光、判久ホテル、倒産 
和倉、銀水閣、事業停止 
二本松、佐藤旅館、仝 

    
 


